
電気通信事業法の改正について 

資料２６－１ 



（１） 今日の電気通信ネットワークは、携帯電話を中心とする多様なサービスの提供により設備の構成が複雑化※１し､また､

スマートフォンの普及等により､通信量が急増※２。 

※１ 携帯では､音声網とデータ網が並存｡更に､データ網では､通信速度(高速:３Ｇ､超高速:３.９Ｇ)や端末を機能させる基本ソフト（アンドロイドＯＳ､ｉＯＳ）ご

とに設備が並存。 

※２ 移動通信の通信量は、１年間で約１.７倍、３年間で約７.７倍増加。 

（２） このため、電気通信サービスの重大事故（２時間以上かつ３万人以上の事故）は､平成２０年度以降､毎年１５件程度

以上発生し､１０年前（平成１５年度。７件）に比べて、倍以上の件数で推移するとともに､規模が拡大※３ 。 

※３ Ｈ２４年度は、重大事故が１７件発生。 

      Ｈ２３年度は､約半数の事故が１００万人以上に影響｡Ｈ２４年度は､半数超の事故が半日以上継続､移動通信･ネット関連の事故が増加(ともに４１％)｡ 

（３） 現行の電気通信設備の技術基準等は､電気通信事業法の制定時（昭和５９年）に､固定電話の事故対策を中心に

規定｡今日の電気通信ネットワークでは､携帯電話やインターネットを利用したサービスなど多様なサービスが提供され､

法制定時とは状況が大きく変化｡このため、安心･安全な社会を実現するための仕組み（セーフティネット）を整備する

ことを目的として、事故防止に係る諸規定の改正・追加を行うもの。 

（４） 具体的には、今回の改正は、事業者の自主的な取組による事故防止を基本としつつ、その取組を適切に確保する

制度的枠組みを整備する観点から、事故防止に係る措置の①内容の充実（管理規程の実効性確保等）や②対象の見直し

（通信回線を持たない事業者のうち、大規模な利用者に有料サービスを提供する者）を行うもの｡ 

１ 背景等 
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ソフトウェアバグによる事故 
（２４年度：約２２％） 

事故の件数は１０年前の 
２倍以上で推移 

事故は大規模化・長時間化 移動通信･ネット関連の割合増加 

➺２４年度は､１７件発生。最近５年間（２０
年度以降）は、毎年１５件以上発生。 

➺１０年前(１５年度)の年間件数は、７件で
あり、倍以上に増加。 

➺２４年度は､３年前(２１年度)と比較すると､ネ 
  ット関連（ＩＳＰ・メール等）増加、固定通信減少。 

➺２３年度は、約半数の事故が１００万人
以上に影響するなど、大規模化。 

➺２４年度は、半数超の事故が半日以上
継続するなど、長時間化。 

固定通信 ： ４４％ → １８％ 
移動通信 ： ３３％ → ４１％ 
ネット関連 ： ２２％  → ４１％ 

設備の大容量化 

事故発生時の影響者数大 

設備のマルチベンダー化 

事故対応の複雑化(長時間化) 

 

 ➺ソフトウェアによる設備管理が拡大。ソフ
トウェア開発の外部委託が進む中､事
業者自身では詳細が把握しにくくなる
「ソフトウェアのＢｌａｃｋ Ｂｏｘ化」が進展。 

通信は､重要な社会インフラ。事故を取り巻く環境変化を踏まえ、その安定的提供を確保するための取組が不可欠 

｢ｿﾌﾄｳｪｱのBlackBox化｣の進展 

設備の容量不足による事故 

（２４年度：約２６％） 

 

 ➺スマートフォンの普及や３.９Ｇサービ
スの開始等により、通信量や制御信
号が急増。 

  （移動通信ﾄﾗﾋｯｸ(H25.6)：１年間で約１.７倍） 

「通信量」や「制御信号」が急増 

※以下「事故」は、基本的に重大事故（継続時間数「２時間以上」かつ影響利用者数「３万人以上」の事故）のこと。 

 

 ➺サービスの多様化は、設備追加により
実現されるため､ネットワークの複雑化・
高度化(設備管理の専門化・細分化)を招来。 

  （携帯網：３Ｇ用/３.９Ｇ用、ｉＯＳ用/ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ用） 

人為ミス(誤入力・誤設定等)による事故※ 

（２４年度：約４４％） 

ネットワークが複雑化・高度化 

複合的 に作用 

重大事故は、件数が高止まりする中で、大規模化・長時間化・多様化が進展 

ネットワークを取り巻く環境変化により、設備管理は複雑化 

【参考】 電気通信事故の背景 
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２ 改正電気通信事業法の概要 

・ 電気通信事故の多発等を受けて､総務省では､平成２５年４月から､ 「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関す

る検討会」 を開催し､事故の防止の在り方を検討。 

・ この報告書を踏まえ、電気通信事業法を改正（平成２６年６月１１日公布、来春施行予定）。 

① 「管理規程」の記載事項等を見直し、設備の「設置・設計、工事、維持・運用」ごとに、事故防止に必要な

具体的取組を確保（例：適切な設備量の確保等）  

② 事業者の自主的な取組が機能しない場合における「事後的な改善措置」を担保 

③ 経営陣の関与を強化するため､経営レベルの安全統括責任者の選任義務を導入 

④ 現場で設備管理を監督する「電気通信主任技術者」について、職務内容の明確化や講習制度の創設 

⑤ サービスの多様化に応じ、「事故報告制度」を見直し（重大事故の報告基準について、サービス一律から

サービス区分別に見直し等） （⇒事故発生時における利用者への情報提供を含む） 

⑥ 事故報告内容の高度化・複雑化を踏まえ､再発防止に向けて専門的知見の活用を図るため､「第三者

検証の仕組み」を導入 

⑦ 回線非設置事業者（有料・一定規模以上）について、回線設置事業者と同様の事故防止の規律（技術

基準､管理規程､安全統括責任者、主任技術者）を導入 

 

１. 管理規程の実効性確保 

２. 経営レベルの「電気通信設備統
括管理者」の導入 

３. 「電気通信主任技術者」による
監督の実効性確保 

４. 回線設置事業者以外の電気通
信事業者（回線非設置事業者）
への対応 

１. 管理規程の実効性確保 

［法律改正事項］ 

省令改正 

審議会等 

事業者の自主的な取組による事故防止を基本としつつ、その取組を適切に確保する制度的枠組みを整備 
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短期収束・拡大防止 

適時・適切な情報提供 
（事故発生事業者） 

事故原因・再発防止策等 

の分析・検討・報告 

（事故発生事業者） 

再発防止策等 

の検証・活用 

（国・事業者） 

事故の事前防止のための 

安全・信頼性対策 

（全事業者） 

●事故防止に必要なサイクル 

○ 事故報告内容の 
  「第三者検証の仕組み」の導入［審議会等］ 

○ サービスの多様化に

応じた「事故報告制度」

の見直し［省令改正］ 

 （サービス一律からサービ

ス区分別に） 

○ 全社的・横断的な

「管理規程」の記載事

項を規定［法律改正］ 

○ 回線非設置事業者

（有料・大規模）に回線

設置事業者と同一の規

律の適用［法律改正］ 

（技術基準､管理規程､統括管理者､主任技術者） 

○ 事業者の自主的な取組が機能しない場 

 合の「管理規程」の変更命令・遵守命令 

［法律改正］ 

○ 経営レベルの「電気通信
設備統括管理者」の導入 

 ［法律改正］ 

○ 現場レベルの「電気通信
主任技術者」の職務内容の
明確化・講習制度の導入 

［法律改正］ 

①平時 

②事故発生時 

③事故収束後 

④事故報告後 

【参考】 電気通信事故の防止対策の全体像 
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